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子育て世帯生活支援特別給付金を支給します給付
金

ひ
と
り
親
世
帯
や
低
所
得
の
子
育
て
世

帯
を
支
援
す
る
た
め
、
給
付
金
を
支

給
し
ま
す
。

●
給
付
額　
児
童
１
人
当
た
り
一
律
５
万
円

●
申
請
期
限　
令
和
５
年
２
月
28
日（
火
）

　
※
対
象
児
童
に
つ
き
１
回
限
り
の
支
給

■
ひ
と
り
親
世
帯
分

●
対
象
者
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

　
①
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
が
支
給
さ
れ

　
た
人

　
②
公
的
年
金
な
ど
（
遺
族
・
障
害
・
老
齢
・

　
労
災
年
金
、
遺
族
補
償
な
ど
）
を
受
給

　
し
て
、
４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
の
支

　
給
を
受
け
て
い
な
い
人

　
※
過
去
に
児
童
扶
養
手
当
の
申
請
を
し

　
て
い
れ
ば
、
４
月
分
の
児
童
扶
養
手

　
当
の
支
給
が
全
額
停
止
さ
れ
た
と
推

　
測
さ
れ
る
人
も
対
象
で
す
。

　
③
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

　
を
受
け
て
家
計
が
急
変
す
る
な
ど
、
収

　
入
が
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い
る

　
人
と
同
じ
水
準
と
な
っ
て
い
る
人

●
給
付
金
の
申
請
手
続
き

　
①
に
該
当
す
る
人
▼
申
請
不
要

　
　
※
給
付
金
を
希
望
し
な
い
場
合
の
み
届

　
　
出
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

４
月
分
の
児
童
扶
養
手
当
を
支
給
し
て
い

る
口
座
に
振
り
込
み
済
み
で
す
。
対
象
者

に
は
町
か
ら
通
知
を
発
送
し
て
い
ま
す
。

　

②
と
③
に
該
当
す
る
人
▼
申
請
必
要

必
要
書
類
（
給
与
明
細
、
年
金
振
込
通
知
書

な
ど
）を
添
付
し
て
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
請
内
容
を
確
認
し
て
振
り
込
み
ま
す
。

■
そ
の
他
世
帯
分

●
対
象
者　

　
（
１
）令
和
４
年
度
住
民
税
非
課
税
の
人
か

　
　
　
つ
、
次
の
①
～
③
に
該
当
す
る
人

　
①
４
月
分
児
童
手
当
受
給
者

　
②
４
月
分
特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
者

　
③
①
②
以
外
の
中
学
校
修
了
～
18
歳
未

　
満
児
童
の
み
養
育
す
る
人
な
ど

　
（
２
） （
１
）以
外
で
１
月
１
日
以
降
に
家 

　
　
計
が
急
変
し
、
以
下
の
④
～
⑥
の
い

　
　
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

　
④
４
月
分
児
童
手
当
受
給
者

　
⑤
４
月
分
特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
者

　
⑥
④
⑤
以
外
の
中
学
校
修
了
～
18
歳
未

　
満
児
童
の
み
養
育
す
る
人

●
給
付
金
の
申
請
手
続
き

　
①
と
②
に
該
当
す
る
人
▼
申
請
不
要

　
※
給
付
金
を
希
望
し
な
い
場
合
の
み
届
出

　
　
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
③
～
⑥
に
該
当
す
る
人
▼
申
請
必
要

　
必
要
書
類
を
添
付
し
て
申
請
を
お
願
い
し

　

ま
す
。
④
～
⑥
に
該
当
す
る
人
は
給
与

　
明
細
等
収
入
が
分
か
る
も
の
が
必
要
で

　
す
。
申
請
内
容
を
確
認
し
て
、
対
象
と
分

　
か
り
次
第
、
振
り
込
み
ま
す
。

傷病
手当 ◦申し込み・問い合わせ　役場健康保険課　国保・医療係　☎096（293）3114

国
民
健
康
保
険
や
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
加
入
し
て
い
る
人
が
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
か
感
染
が
疑
わ

れ
、
療
養
の
た
め
仕
事
が
で
き
ず
、
給
与
な

ど
の
全
部
か
一
部
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
っ
た
場
合
、「
傷
病
手
当
金
」
を
支

給
し
ま
す
。
対
象
期
限
を
９
月
30
日
ま
で
延

長
し
ま
し
た
。

●
対
象
者　
次
の
全
て
を
満
た
す
人

　
①
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医

　
　
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
被
用
者
（
給

　
　
与
の
支
払
い
を
受
け
て
い
る
人
）

　
②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染

　
　
か
感
染
が
疑
わ
れ
、
療
養
の
た
め
仕
事

　
　
が
で
き
ず
、
給
与
収
入
が
減
少
し
た
人

　
③
労
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
期
間

　
　
が
３
日
間
連
続
し
、
４
日
目
以
降
も
労

　
　
務
に
服
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
４
日
目

　
　
以
降
の
日
が
令
和
２
年
１
月
１
日
か
ら

　
　
９
月
30
日
ま
で
の
間
に
あ
る
人

●
支
給
額　
直
近
の
継
続
し
た
３
カ
月
間
の

　
給
与
収
入
の
合
計
額
を
労
務
日
数
で
除
し

　
た
金
額
×
２
／
３
×
日
数

　
※
給
与
な
ど
の
全
部
か
一
部
を
受
け
取
る

　
　
場
合
は
、
支
給
額
を
調
整
し
、
支
給
で

　
　
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
適
用
期
間　
令
和
２
年
１
月
１
日
か
ら
令 

　
和
４
年
９
月
30
日
ま
で
の
間
で
、
療
養
の
た

　
め
労
務
が
で
き
な
い
期
間

　

※
受
給
に
は
申
請
が
必
要
で
す
。
必
ず

　
　
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

大
津
地
区
防
犯
協
会
連
合
会
で
は
、
地

域
で
の
防
犯
活
動
を
支
援
し
、
犯
罪

の
起
き
に
く
い
社
会
づ
く
り
を
実
現
す
る
た

め
、
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
を
希
望
す
る
事
業
者

を
募
集
し
ま
す
。
今
年
も
５
団
体
募
集
し
ま

す
の
で
町
の
防
犯
に
協
力
す
る
事
業
者
は
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
対
象　
町
内
事
業
者
、
自
治
会
な
ど

●
申
込
期
限　
８
月
26
日（
金
）

●
申
込
方
法　
申
込
用
紙
の
提
出

　
※
申
込
用
紙
は
役
場
防
災
交
通
課
ま
た
は

　
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

　
で
き
ま
す
。

●
設
置
補
助
費
用　
限
度
額
50
万
円

●
団
体
負
担
費
用　
維
持
管
理
費
（
電
気
代

な
ど
）

●
許
可
条
件

　
・
公
道
な
ど
を
撮
影
す
る
も
の
で
あ
る

　
こ
と

　
・
私
有
財
産
、
公
有
財
産
管
理
の
目
的

　
で
な
い
こ
と

　
・
設
置
箇
所
の
所
有
者
お
よ
び
区
長
か

　
ら
同
意
を
得
て
い
る
こ
と　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ど

　
※
応
募
が
多
い
場
合
は
防
犯
協
会
、
役
場
で

　
協
議
し
て
決
定
し
ま
す
。

子
ど
も
が
病
気
や
病
気
回
復
期
で
、
保

護
者
が
仕
事
の
都
合
な
ど
で
家
庭
で

の
養
育
が
難
し
い
と
き
に
は
、
病
児
・
病
後

児
保
育
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

●
病
児　
　

病
気
回
復
期
に
至
ら
な
い
が
、

　
　
　
　
　
入
院
治
療
を
必
要
と
せ
ず
、
当

　
　
　
　
　
面
の
症
状
の
急
変
が
認
め
ら
れ

　
　
　
　
　
な
い
子
ど
も

●
病
後
児　
病
気
の
回
復
期
で
あ
る
が
、
集

　
　
　
　
　
団
保
育
が
困
難
な
子
ど
も

　　
利
用
で
き
る
施
設
は
、
町
内
に
は
町
子
育

て
支
援
セ
ン
タ
ー
内
「
ひ
だ
ま
り
」、
近
隣

市
町
に
は
、
セ
ン
ト
ラ
ル
病
院
跡
地
に
隣
接

す
る
あ
お
ぞ
ら
保
育
園
内
「
病
児
保
育
室
あ

い
あ
い
」
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
熊
本
市

と
の
連
携
協
定
に
よ
り
熊
本
市
病
児
・
病
後

児
保
育
施
設
８
カ
所
が
利
用
で
き
ま
す
。

　
利
用
す
る
に
は
、
各
施
設
へ
事
前
登
録
や

予
約
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
子
ど
も
の
急
な

体
調
不
良
に
備
え
、
ま
ず
は
事
前
登
録
を
し

て
み
ま
せ
ん
か
。

　

利
用
で
き
る
施
設
や
料
金
な
ど
は
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
子
ど
も
の
病
態
、
施
設
の
受
け
入
れ
状
況

　
に
よ
り
、
お
預
か
り
で
き
な
い
場
合
が
あ

　
り
ま
す
。

◦問い合わせ　役場福祉課　福祉係　　　　☎096（293）3510
　　　　　　　厚生労働省コールセンター　☎0120（400）903

職　種 勤務地 勤務日 勤務時間 資格など 報酬
時間給換算

社会
保険

雇用
保険 備　考

保育士 大津保育園 月～金 8：30 ～ 13：00
のうち 4 時間 保育士 1,002 円～

1,228 円 無 有

育休代替
※年に数回、土曜日
　勤務有（平日振替
　対応）
※社保加入する場合
　あり

給食調理員 学校給食センター 月～金 8：30～16：45 調理師または 
実務経験２年以上

1,002円～
1,119円 有 有

保健師 子育て・健診センター 月～金 8：30～17：15
のうち５時間30分 保健師 1,201円～

1,349円 有 有 育休代替

学習支援
指導員 町内小中学校 月～金 

（学校開校時のみ）
8：00～17：00

のうち５時間45分 教員免許 1,529円～
1,558円 有 有

令和 4 年度会計年度任用職員を募集します
◦申し込み・問い合わせ　役場総務課　人事秘書係　☎096（293）3111

●申込期限　７月12日（火）
●受付時間　午前９時～午後５時（土、日、祝日を除く）
●申込方法　職種を記入して、履歴書と各種資格証明書（写し）を役場総務課に提出してください。
●任用期間　８月１日（月）から令和５年３月31日（金）まで（一部職種を除く）
●その他　　①申込者については原則面接を実施する予定です。

②報酬は、職種により月額、日額、時間額となります。
③勤務条件により期末手当が支給されます（任期が６カ月以上で週15時間30分以上勤務

する場合に支給）。
④募集の詳細などは変更となる場合があります。

町ホームページに
掲載しています▼

会計
年度

傷病手当金の支給期限が９月30日まで延長

町ホームページ
はこちら▼

　　　　　　◦申し込み・問い合わせ　役場子育て支援課　子育て支援係　☎096（293）5981
子どもの病気時に病児・病後児保育の利用ができます子育

て

　　　　　　◦申し込み・問い合わせ　大津地区防犯協会連合会（大津警察署内）　☎ 096（294）0110
役場防災交通課　交通防犯係　  ☎ 096（285）5009

防犯カメラ設置希望事業者を募集募集

町ホームページ
はこちら▼
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